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1平成26年2月　第775号

　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営につい
て」の公表に関する件（2月17・18日）

　本委員会は、平成26年2月17・18日の金融政策決定会合において、次回金融政

策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面の

金融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約60〜70兆円に相当するペースで増

加するよう金融市場調節を行う。
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◆･「貸出増加支援資金供給等の制度見直しの骨子」の公表に関す
る件（2月17・18日）

　本委員会は、平成26年2月17・18日の金融政策決定会合において、貸出増加支

援資金供給等の制度見直しの骨子について別紙のとおり公表することを決定し

た。
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◆･「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基
本要領」等の一部改正に関する件（2月17・18日)

　本委員会は、平成26年2月17・18日の金融政策決定会合において、被災地金融

機関を支援するための資金供給オペレーション等を活用することにより、引き

続き、被災地金融機関における復旧・復興に向けた資金需要への対応を支援す

るとともに、被災地金融機関の資金調達余力を確保する観点から、下記の諸措

置を講ずることを決定した。

記

1．「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」（平

成23年4月28日決定）注1）を別紙1.のとおり一部改正すること。

2．「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対

象先選定基本要領」（平成23年4月28日決定）注2）を別紙2.のとおり一部改正す

ること。

3．「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」（平成23年4
月28日決定）注3）を別紙3.のとおり一部改正すること。

　

注1 ）　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注2 ）　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対象先選

定基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注3 ）　「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の一部改正に
関する件（2月17・18日)

　本委員会は、平成26年2月17・18日の金融政策決定会合において、「金融商品

取引法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第45号）第13条の規定の施行等

に際し、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「共通担保資金供給オペレーション基本要領」（平成18年4月11日決定）注4）

を別紙1.のとおり一部改正すること。

2．「国債の条件付売買基本要領」（平成14年9月18日決定）注5）を別紙2.のとお

り一部改正すること。

3．「国庫短期証券売買基本要領」（平成11年10月27日決定）注6）を別紙3.のとお

り一部改正すること。

4．「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」（平成10年12月15
日決定）注7）を別紙4.のとおり一部改正すること。

5．「国債売買基本要領」（平成11年3月25日決定）注8）を別紙5.のとおり一部改

正すること。

6．「手形売出基本要領」（平成12年4月27日決定）注9）を別紙6.のとおり一部改

正すること。

　

注4 ）　「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。

注5 ）　「国債の条件付売買基本要領」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注6 ）　「国庫短期証券売買基本要領」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注7 ）　「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」の全文については、イン

ターネット・ホームページをご参照ください。

注8 ）　「国債売買基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照

ください。

注9 ）　「手形売出基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照

ください。
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7．「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」（平成16年4月
9日決定）注10）を別紙7.のとおり一部改正すること。

8．「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」（平成25年4月4日決

定）注11）を別紙8.のとおり一部改正すること。

9．「米ドル資金供給オペレーション基本要領」（平成22年5月10日決定）注12）を

別紙9.のとおり一部改正すること。

10．「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注13）

を別紙10.のとおり一部改正すること。

11．「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注14）

を別紙11.のとおり一部改正すること。

12．「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注15）

を別紙12.のとおり一部改正すること。

13．「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決 

定）注16）を別紙13.のとおり一部改正すること。

14．「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」（平

成23年4月28日決定）注17）を別紙14.のとおり一部改正すること。

　

注10 ）　「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注11 ）　「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」の全文については、イン

ターネット・ホームページをご参照ください。

注12 ）　「米ドル資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。

注13 ）　「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネッ

ト・ホームページをご参照ください。

注14 ）　「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネッ

ト・ホームページをご参照ください。

注15 ）　「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。

注16 ）　「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注17 ）　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。



13平成26年2月　第775号

15．「補完貸付制度基本要領」（平成13年2月28日決定）注18）を別紙15.のとおり一

部改正すること。

16．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基

本要領」（平成22年6月15日決定）注19）を別紙16.のとおり一部改正すること。

17．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給に

おける米ドル資金供給に関する特則」（平成24年4月10日決定）注20）を別紙

17.のとおり一部改正すること。

18．「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要

領」（平成24年12月20日決定）注21）を別紙18.のとおり一部改正すること。

19．「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」（平成23年4
月28日決定）注22）を別紙19.のとおり一部改正すること。

20．「資金供給円滑化のための補完当座預金制度基本要領」（平成20年10月31日
決定）注23）を別紙20.のとおり一部改正すること。

　

注18 ）　「補完貸付制度基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご

参照ください。

注19 ）　「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要

領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注20 ）　「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における

米ドル資金供給に関する特則」の全文については、インターネット・ホームページを

ご参照ください。

注21 ）　「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」の

全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注22 ）　「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注23 ）　「資金供給円滑化のための補完当座預金制度基本要領」の全文については、イン

ターネット・ホームページをご参照ください。



14 日本銀行政策委員会月報



15平成26年2月　第775号



16 日本銀行政策委員会月報



17平成26年2月　第775号



18 日本銀行政策委員会月報



19平成26年2月　第775号



20 日本銀行政策委員会月報



21平成26年2月　第775号



22 日本銀行政策委員会月報



23平成26年2月　第775号



24 日本銀行政策委員会月報



25平成26年2月　第775号



26 日本銀行政策委員会月報



27平成26年2月　第775号



28 日本銀行政策委員会月報



29平成26年2月　第775号



30 日本銀行政策委員会月報



31平成26年2月　第775号



32 日本銀行政策委員会月報



33平成26年2月　第775号



34 日本銀行政策委員会月報



35平成26年2月　第775号



36 日本銀行政策委員会月報



37平成26年2月　第775号



38 日本銀行政策委員会月報



39平成26年2月　第775号



40 日本銀行政策委員会月報



41平成26年2月　第775号



42 日本銀行政策委員会月報



43平成26年2月　第775号



44 日本銀行政策委員会月報



45平成26年2月　第775号



46 日本銀行政策委員会月報



47平成26年2月　第775号



48 日本銀行政策委員会月報



49平成26年2月　第775号



50 日本銀行政策委員会月報

◆･金融政策決定会合の議事要旨（2014年1月21・22日開催分）に
関する件（2月17・18日）

　本委員会は、平成26年2月17・18日の金融政策決定会合において、金融政策決

定会合の議事要旨（2014年1月21・22日開催分）注24）を承認した。

　

注24 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（2月21日公表）。



51平成26年2月　第775号

（２）通常会合関係

◆･政策委員会月報（平成26年1月）に関する件（2月21日）

　本委員会は、平成26年2月21日、政策委員会月報（平成26年1月）を承認した。
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　2．報告事項

●平成26年度経費予算編成（政策委員会室）

●事務職員の26年度採用見込みと27年度採用方針（総務人事局）

●�新日銀ネット構築プロジェクトの進捗状況（決済機構局、シス
テム情報局）

●�2013年度IT投資計画の進捗状況（12月末時点）（システム情報
局）

●�銀行券自動鑑査機（次世代機）の本体装置の設計・開発、製
作・納入および保守等に関する開札結果（発券局）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）

●2013年度における考査の実施状況（金融機構局）
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